
  

 

小山第二小学校学校運営協議会について 

１ 機   能 

・校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること 

・学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること 

・教員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べるこ

とができること 

 

２ 協議内容等 

・学校運営に関すること    ・学校の教育活動に関すること  

・子どもたちの安全・安心に関すること   ・学校評価に関すること 

・児童との活動を通した地域の活性化に関すること ・教員の働き方改革に関すること 

 

３ 組 織 体 制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 令和６年度学校運営協議会の開催予定 

回 期日 内容等 

第１回 ４月 2４日（水） 学校経営方針の説明及び承認 

年間活動の協議 

第２回 1２月 ４日（水） 学校評価、意見交換 

第３回 ２月 19 日（水） 次年度の学校運営協議会の計画 

 
小山二小 

学校運営協議会 

・学校経営方針の承認 

・学校運営や学校が必要と 

する支援に関する協議 

 

○ 自治会長 

○ 民生委員 

○ 児童委員 

○ 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ代表 

○ 地域コーディネーター 

○ 学校支援ボランティア代表 

○ 小山二小父親の会代表 

○ ＰＴＡ本部役員 

○ 学識経験者 

○ 校長 

小山二小 

 

・協議会参加 

・活動に係る 

窓口 

 

○ 教頭 

○ 教務主任 

○ 地域連携 

教員 

保護者・地域住民等・協力者 

小山二小 

こぶしボランティアクラブ 

・学校、地域、保護者が連携・

協力し、授業や学校生活にお

ける指導・支援の充実を図る

ための実働組織として活動 

 

○ 自治会 

○ 育成会 

○ 民生委員・児童委員 

○ 総合型地域スポーツクラブ 

○ 学校支援ボランティア 

○ 小山二小父親の会 

○ ＰＴＡ 

教育委員会 

学校運営協議会委員の任命、意見・助言 


